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地方厚生（支）局保険年金（年金）課長 殿 

 

 

厚生労働省年金局 
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「厚生年金基金の予定利率の下限等について」の一部改正について 

 

 

 「厚生年金基金の予定利率の下限等について」の一部を下記のとおり改正したの

で、貴管下の厚生年金基金の指導にあたっては遺憾のないよう配慮されたい。 

 

 

記 

 

 

「厚生年金基金の予定利率の下限等について（平成９年３月３１日企国発第２３

号）」の一部を次のように改正する。 

 別表に次を加える。 

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの日を基準日とする財政計算 ０．８％ 

 

 

写 


